
　既に定期的にコンテナ扱いでの申告を行われているお客様には特に影響は無いと存じますが、LCLが

多く、ごく稀にコンテナ扱いでの輸出を行われているお客様、複数の関連会社名等で輸出申告を行われ

ているお客様は、「過去１年間以内のコンテナーによる輸出」の条件に十分ご留意頂きますようお願い

要がございます。このコンテナ扱いを認める条件が７月１日から一部変更になりました。

輸出実績が多数あっても、LCL等小口のみの実績しかない輸出者にはコンテナ扱いが認められないこと

１年間から２年間に延長されました。

　2）従来コンテナ扱いを認める条件は「新規に貨物を輸出する場合でないこと」とされ、過去１年

　1）税関の検査・審査により、関税に関する法令に従っていない事が発見されたこと（申告外物品の

以内にLCL等の小口貨物でも輸出の実績があれば認められていました。これが、「過去１年間以内に

コンテナーにより貨物（混載貨物を除く）を輸出した事があること」に変更されました。これにより、
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　また、上記条件確認の為、過去のドック・レシート等実績を示す書類を税関から要求する場合がある

との事ですので、その節はご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

申し上げます。

何かご質問等がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

となります。

　これらの変更の背景には、最近、コンテナ扱いを行う輸出者が増加する中で、輸出申告された貨物

するケースが多発している事等があるためです。
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また、新規の輸出者が数回の実績のみでコンテナ扱いを取得して輸出申告を行い、申告後に問題が発生

　具体的には、

　ご案内のことと存じますが、貨物を保税地域外でコンテナに積込み、コンテナヤードに搬入後輸出申

告を行う、いわゆるＣＹ直搬の場合には、事前に税関に「コンテナ扱い」の申請を行って許可を得る必

と、実際に積込まれている貨物との相違が検査等により発見される事案が多く発生している事、

発見等）、法令に従っていないおそれがあると税関に指摘されて申告を撤回したこと（他法令の許可・

件名：輸出貨物のコンテナ扱いに係わる取り扱いの変更について

承認漏れ等）があった場合、しばらくの間コンテナ扱いを認めて貰えなくなります。この期間が従来の

文書番号

各　位

1-0株式会社　共同フレイターズ 共同フレイターズニュース KF-7.2.3-01

７月1日より輸出貨物のコンテナ扱いを認める条件が一部変更になり、従来より厳しくなりました。






